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　　　　　　富岡町高齢者等見守りネットワーク事業協定書
　富岡町高齢者等見守りネットワーク実施要綱（以下「要綱」という。）第3条第1項に規定する見守りネットワーク事業（以下「本事業」という。）の目的を達成するために、富岡町（以下「甲」という。）、社会福祉法人　富岡町社会福祉協議会（以下「乙」という。）、及び　　　　　（以下「丙」という。）は、要綱第5条第1項の規定に基づき、富岡町高齢者等見守りネットワーク事業協定書（以下「本協定」という。）を締結する。
（本事業の目的）
第１条　本事業は、甲乙及び丙の連携による高齢者等の見守りを実施することにより、高齢者等が安心して生活を送ることが出来る環境を確保することを目的とする。
（見守り活動）
第２条　丙は、見守り協力事業者等として、本事業の目的のため、日常生活又は業務活動の中で高齢者等の異変や生活上の支障等に気付いた場合、その情報を甲に連絡するものとする。
２　甲は、丙から連絡を受けたときは、乙に報告し乙と連携して必要な対応をとるものとする。
（遵守事項）
第３条　丙は、情報提供等の際に知り得た高齢者等の個人情報を第三者に漏らしてはならない。また、本協定を解除する等本協定が終了した後においても同様とする。
（協定の締結）
第４条　本協定の有効期間は、本協定締結の日から1年間とする。ただし、本協定の有効期間満了日の1カ月前までに、甲乙又は丙より書面による更新辞退の申出がないときは、本協定は有効期間満了日の翌日から更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
（協定の解除）
第５条　前条の有効期間に関わらず丙は、甲に対し要綱第6条第1項に規定する届出をすることによって、本協定を解除することができる。
２　甲は、丙が本事業に協力するに当たり要綱若しくは本協定の規定に違反したとき、又は不適切な事由があると認めるときは、本協定を解除することができる。
（協議）
第６条　本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙及び丙が協議するものとする。
（公表）
第７条　甲は、協力事業者等の名称等を見守り協力者として公表するものとする。
（その他）
第８条　協力事業者等は、本協定第2条の活動について、甲から責任を問われることはないものとする。

以上、本協定書の締結を証するため、本書を３通作成し、甲乙及び丙が記名押印の上、各１通を保管する。
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